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よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま

せ
ん
か
？

日
時

１9
日
㈮
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限

17
日
㈬
17
時
15
分

申
込
・
問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み
・
廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日

１0
日
㈬

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

【
休
日
・
夜
間
交
付
】

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付・電
子
証

明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」が
届

い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の
こ
と

日
時

①
13
日
㈯
9
時
〜
12
時

②
25
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

③
28
日
㈰
9
時
〜
12
時

場
所

市
民
課（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時

21
日
㈰
10
時
〜
12
時

場
所

花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南
6・5
）

申
込
期
間　
1
日
㈪
〜
19
日
㈮

【
共
通
事
項
】

申
込
・
問
合
せ　
市
民
課

☎
72・3
1
6
5

本
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た
家
屋

（
住
宅
や
車
庫
な
ど
）を
対
象
に
、固
定

資
産
税
を
算
定
す
る
た
め
の
実
地
調

査
を
行
い
、間
取
り
や
使
用
資
材
な
ど

を
確
認
し
ま
す
。調
査
前
に
図
面
な
ど

の
書
類
を
借
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
税
務
課
☎
72・6
1
2
0

　
厚
田・浜
益
区
な
ど
で
、市
が
整
備

し
た
幹
線
設
備
な
ど
を
利
用
し
、Ｎ

Ｔ
Ｔ
東
日
本
が
提
供
す
る
光
ブ
ロ
ー

ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス「
フ
レ
ッ
ツ
光
ネ

ク
ス
ト
」の
申
し
込
み
を
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本

　
０
１
２
０・１
１
６・１
１
６

問
合
せ　
行
政
改
革
・Ｄ
Ｘ
推
進
課

☎
72・3
1
5
9

建
築
物
の
種
類
に
よ
っ
て
確
認
申

請
が
必
要
で
す
。申
請
が
不
要
な
場

合
も
原
則
、個
別
建
物
の
構
造
な
ど

に
関
す
る
規
定
は
適
用
に
な
る
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
確
認
申
請
が
必
要
な
建
築
物
】

○
建
築
基
準
法
第
６
条
第
１
項
第
１

号
〜
第
３
号
に
該
当
す
る
建
築
物

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に

お
け
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物

問
合
せ　
建
築
住
宅
課

☎
72・3
1
4
1

　

次
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
、納

税
義
務
者
の
申
請
に
よ
り
税
の
減
免

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
①
市
・
道
民
税
】

〇
学
生・生
徒

〇
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護

を
受
け
て
い
る
方

〇
失
業
な
ど
に
よ
り
生
活
が
困
窮
し

て
い
る
方
な
ど

【
②
軽
自
動
車
税
】

　

障
が
い
の
あ
る
方
、ま
た
は
障
が
い

の
あ
る
方
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合

【
③
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
】

〇
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護

を
受
け
て
い
る
方
な
ど

〇
火
災
な
ど
の
災
害
に
よ
り
家
屋
の

価
値
を
減
じ
た
家
屋
な
ど

【
共
通
事
項
】

申
請
期
限　
減
免
を
受
け
よ
う
と
す

る
税
金
の
納
期
限
ま
で   

申
請
・
問
合
せ　
税
務
課

①
②
☎
72・3
1
1
9　

③
☎
72・3
1
2
0
／
☎
72・6
1
2
0

支
払
日

11
日
㈭

※
昨
年
8
月
に
送
付
の
児
童
扶
養

手
当
現
況
届
を
未
提
出
の
方
に
は
、

支
払
い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
至
急
ご

連
絡
く
だ
さ
い

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・
3
1
2
8

【
所
得
上
限
限
度
額
以
上
の
た
め
前
年

度
に
受
給
資
格
が
喪
失
し
た
方
へ
】

　
現
在
、児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

な
い
方
が
、所
得
や
扶
養
親
族
な
ど
の

数
が
変
更
と
な
り
、所
得
上
限
限
度

額
を
下
回
っ
た
場
合（
算
定
方
法
は

市
H
P
参
照
）、児
童
手
当
な
ど
を
受

給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、改
め

て
申
請（
認
定
請
求
書
の

提
出
）が
必
要
で
す
。

な
お
、認
定
請
求
書
の
提
出
が
31
日

㈬
、ま
た
は
市・道
民
税
の
納
税
通
知

書
な
ど
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
15
日
以

内
の
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
日
を
過
ぎ
た

場
合
は
、支
給
開
始
が
遅
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

　
経
済
的
な
理
由
で
修
学
困
難
な
学

生・生
徒
に
返
還
不
要
の
奨
学
金
を

支
給
し
ま
す
。令
和
５
年
度
か
ら
制

度
を
拡
充
し
ま
し
た
。

拡
充
内
容

〇
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方
も
出
願

で
き
ま
す

〇
前
年
度
に
不
登
校
な
ど
の
場
合
は
、学

業
成
績
に
か
か
わ
ら
ず
出
願
で
き
ま
す

定
員　
予
算
の
範
囲
内
で
決
定

申
込
方
法

出
願
書
類（
申
込
先
と

市
Ｈ
Ｐ
か
ら
入
手
可
）を
申
込
先
ま
た

は
厚
田・浜
益
生
涯
学
習
課
へ
提
出

申
込
期
間

15
日
㈪
〜
6
月
15
日
㈭

※
入
学
仕
度
資
金
は
新
入
生
の
み
支
給

※
専
修
学
校（
高
等
課
程
）は
、学
校
教

育
法
施
行
規
則
第
150
条
第
３
号
に
規

定
す
る
専
修
学
校
の
高
等
課
程
で
文
部

科
学
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

※
高
校
生
等
奨
学
給
付
金・特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費
の
受
給
資
格
が

あ
る
場
合
は
、給
付
金
な
ど
と
の
差

額
が
奨
学
金
支
給
額

申
込
・
問
合
せ　
学
校
教
育
課

（
市
役
所
４
階
）☎
72・3
1
7
1

　

手
続
き
中
だ
っ
た
地
域
の
民
生
委

員・児
童
委
員
が
決
定
し
ま
し
た（
敬

称
略
）。

【
花
畔
農
住
町
内
会
、花
川
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
町
内
会
、新
港
中
央
１
〜
３
丁
目
地
区
】

釣
部
英
樹（
つ
る
べ
ひ
で
き
）

【
花
川
北
４
条
３
丁
目
の
一
部（
道

住
１
〜
７
号
棟
）地
区
】

初
貝
純
子（
は
つ
が
い
じ
ゅ
ん
こ
）

【
花
川
北
１
条
２
丁
目
１
〜
161
、335

〜
336
地
区
】

今
野
博
之（
こ
ん
の
ひ
ろ
ゆ
き
）

【
花
川
南
２
条
６
丁
目
15
〜
94
、108
〜

149
、162
〜
201
、228
〜
321
地
区
】

安
部
睦
子（
あ
べ
む
つ
こ
）

問
合
せ

福
祉
総
務
課
☎
72・3
1
5
2

石
狩
市
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合

協
議
会
☎
72・8
3
4
1

行
政
相
談
委
員
法
に
基
づ
き
、行
政

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
苦
情
、行
政
の
仕

組
み
や
手
続
き
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、

解
決
の
た
め
の
助
言
や
関
係
行
政
機

関
に
対
す
る
通
知
な
ど
を
行
い
ま
す
。

※
相
談
は
無
料
、秘
密
厳
守

相
談
日
時　
毎
月
第
３
木
曜

13
時
30
分
〜
16
時

場
所　
市
役
所
１
階
相
談
室

【
市
の
行
政
相
談
委
員
】※
敬
称
略

菅
野
厚
、砂
子
タ
ケ
子
、木
田
彰

問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

ご
み
の
収
集
日

光
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス

都
市
計
画
区
域
外
で
の
建
築

市
税
の
減
免

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

市
長
室
開
放

®

児
童
扶
養
手
当

お知らせ
■所 市役所

りんくる

市役所からの

（花川北6・1・30・2）

（花川北6・1・41・1）

過去に、道内で外壁に取り付けた看板が落下し、通行人に当たる事故が発生しています。建築物や看板などを所有する方は、定期的に
点検し、引き続き適正な維持管理をお願いします。（建築住宅課☎72･3141）INFO PLUS

インフォプラス

3月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

市民の声を
活かす条例 審議会のうごき

開催日 名称（担当課） 主な議題
公開
区分

傍聴
者数

子ども・子育て会議
（子ども政策課）

1
公
開 0

特定教育・保育施設の利
用定員の変更について

文化財保護審議会
（文化財課）

9
公
開 0

令和４年度文化財事業に
ついて（報告）

水道事業運営委員会
（水道営業課）

10
公
開 0

令和５年度水道事業会計
予算案について

浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課）

13
公
開 4

高齢者に優しいまちづく
りについて

国民健康保険運営
協議会
（国民健康保険課）

15
公
開 0

令和5年度石狩市国民健
康保険事業特別会計予
算（案）の概要について

社会教育委員の会議
（社会教育課）

17
公
開 1

社会教育の振興に関する
取り組みについて

健康づくり推進
協議会（保健推進課）

24
公
開 0

石狩市健康づくり計画
（第2次）の評価と次期計
画策定について

自転車活用推進
協議会（企画課）

公
開 0

令和５年度の取組予定に
ついて

厚田区地域協議会
（厚田支所地域振興課）

27
公
開 1

「支え合いのまちづくり」
について

市民図書館協議会
（市民図書館）

29

公
開 0

主な事業の開催状況等
について

介護保険事業運営
推進協議会
（高齢者支援課）

公
開 0

令和５年度石狩市地域包
括支援センター運営方針
（案）について

介護認定審査会
（高齢者支援課）

非
公
開

要介護、要支援の審査・
判定（3月中8回開催）

障害者総合支援
認定審査会
（障がい福祉課）

28
障害者総合支援法に基
づく介護給付等申請者の
障害支援区分の審査

非
公
開

地域公共交通活性化
協議会（企画課）

浜益スクールバスに係る
「時刻・経路」変更について

書
面
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時
間
外
納
付
・
相
談
窓
口

開
設
窓
口

※上下水道料金と時間外の窓口では石狩ハイスタンプ
　 会が発行するハイスタンプ券での納付はできません

※上記日時以外の相談は各課窓口へ
※厚田・浜益支所では時間外の窓口を開設し

ていません

平日8時45分～17時15分

石狩ハイスタンプ券での納付

納
期
限

上下水道料金（4月分）10㈬

軽自動車税（種別割）

固定資産・都市計画税（第1期）

市営住宅使用料（5月分） 

31㈬

25㈭17時15分～20時

28㈰10時～15時 ※上下水道料金除く

●市税と国民健康保険税

●後期高齢者医療保険料

納税課（市役所1階15番窓口）

☎72・3121

●上下水道料金

水道営業課（市役所2階8番窓口）

☎72・3133

開
設
日
時

よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま

せ
ん
か
？

日
時

１9
日
㈮
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限

17
日
㈬
17
時
15
分

申
込
・
問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み
・
廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日

１0
日
㈬

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

【
休
日
・
夜
間
交
付
】

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付・電
子
証

明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」が
届

い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の
こ
と

日
時

①
13
日
㈯
9
時
〜
12
時

②
25
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

③
28
日
㈰
9
時
〜
12
時

場
所

市
民
課（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時

21
日
㈰
10
時
〜
12
時

場
所

花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南
6・5
）

申
込
期
間　
1
日
㈪
〜
19
日
㈮

【
共
通
事
項
】

申
込
・
問
合
せ　
市
民
課

☎
72・3
1
6
5

本
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た
家
屋

（
住
宅
や
車
庫
な
ど
）を
対
象
に
、固
定

資
産
税
を
算
定
す
る
た
め
の
実
地
調

査
を
行
い
、間
取
り
や
使
用
資
材
な
ど

を
確
認
し
ま
す
。調
査
前
に
図
面
な
ど

の
書
類
を
借
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
税
務
課
☎
72・6
1
2
0

　
厚
田・浜
益
区
な
ど
で
、市
が
整
備

し
た
幹
線
設
備
な
ど
を
利
用
し
、Ｎ

Ｔ
Ｔ
東
日
本
が
提
供
す
る
光
ブ
ロ
ー

ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス「
フ
レ
ッ
ツ
光
ネ

ク
ス
ト
」の
申
し
込
み
を
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本

　
０
１
２
０・１
１
６・１
１
６

問
合
せ　
行
政
改
革
・Ｄ
Ｘ
推
進
課

☎
72・3
1
5
9

建
築
物
の
種
類
に
よ
っ
て
確
認
申

請
が
必
要
で
す
。申
請
が
不
要
な
場

合
も
原
則
、個
別
建
物
の
構
造
な
ど

に
関
す
る
規
定
は
適
用
に
な
る
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
確
認
申
請
が
必
要
な
建
築
物
】

○
建
築
基
準
法
第
６
条
第
１
項
第
１

号
〜
第
３
号
に
該
当
す
る
建
築
物

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に

お
け
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物

問
合
せ　
建
築
住
宅
課

☎
72・3
1
4
1

　

次
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
、納

税
義
務
者
の
申
請
に
よ
り
税
の
減
免

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
①
市
・
道
民
税
】

〇
学
生・生
徒

〇
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護

を
受
け
て
い
る
方

〇
失
業
な
ど
に
よ
り
生
活
が
困
窮
し

て
い
る
方
な
ど

【
②
軽
自
動
車
税
】

　

障
が
い
の
あ
る
方
、ま
た
は
障
が
い

の
あ
る
方
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合

【
③
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
】

〇
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護

を
受
け
て
い
る
方
な
ど

〇
火
災
な
ど
の
災
害
に
よ
り
家
屋
の

価
値
を
減
じ
た
家
屋
な
ど

【
共
通
事
項
】

申
請
期
限　
減
免
を
受
け
よ
う
と
す

る
税
金
の
納
期
限
ま
で   

申
請
・
問
合
せ　
税
務
課

①
②
☎
72・3
1
1
9　

③
☎
72・3
1
2
0
／
☎
72・6
1
2
0

支
払
日

11
日
㈭

※
昨
年
8
月
に
送
付
の
児
童
扶
養

手
当
現
況
届
を
未
提
出
の
方
に
は
、

支
払
い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
至
急
ご

連
絡
く
だ
さ
い

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・
3
1
2
8

【
所
得
上
限
限
度
額
以
上
の
た
め
前
年

度
に
受
給
資
格
が
喪
失
し
た
方
へ
】

　
現
在
、児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

な
い
方
が
、所
得
や
扶
養
親
族
な
ど
の

数
が
変
更
と
な
り
、所
得
上
限
限
度

額
を
下
回
っ
た
場
合（
算
定
方
法
は

市
H
P
参
照
）、児
童
手
当
な
ど
を
受

給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、改
め

て
申
請（
認
定
請
求
書
の

提
出
）が
必
要
で
す
。

な
お
、認
定
請
求
書
の
提
出
が
31
日

㈬
、ま
た
は
市・道
民
税
の
納
税
通
知

書
な
ど
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
15
日
以

内
の
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
日
を
過
ぎ
た

場
合
は
、支
給
開
始
が
遅
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

　
経
済
的
な
理
由
で
修
学
困
難
な
学

生・生
徒
に
返
還
不
要
の
奨
学
金
を

支
給
し
ま
す
。令
和
５
年
度
か
ら
制

度
を
拡
充
し
ま
し
た
。

拡
充
内
容

〇
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方
も
出
願

で
き
ま
す

〇
前
年
度
に
不
登
校
な
ど
の
場
合
は
、学

業
成
績
に
か
か
わ
ら
ず
出
願
で
き
ま
す

定
員　
予
算
の
範
囲
内
で
決
定

申
込
方
法

出
願
書
類（
申
込
先
と

市
Ｈ
Ｐ
か
ら
入
手
可
）を
申
込
先
ま
た

は
厚
田・浜
益
生
涯
学
習
課
へ
提
出

申
込
期
間

15
日
㈪
〜
6
月
15
日
㈭

※
入
学
仕
度
資
金
は
新
入
生
の
み
支
給

※
専
修
学
校（
高
等
課
程
）は
、学
校
教

育
法
施
行
規
則
第
150
条
第
３
号
に
規

定
す
る
専
修
学
校
の
高
等
課
程
で
文
部

科
学
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

※
高
校
生
等
奨
学
給
付
金・特
別
支

援
教
育
就
学
奨
励
費
の
受
給
資
格
が

あ
る
場
合
は
、給
付
金
な
ど
と
の
差

額
が
奨
学
金
支
給
額

申
込
・
問
合
せ　
学
校
教
育
課

（
市
役
所
４
階
）☎
72・3
1
7
1

　

手
続
き
中
だ
っ
た
地
域
の
民
生
委

員・児
童
委
員
が
決
定
し
ま
し
た（
敬

称
略
）。

【
花
畔
農
住
町
内
会
、花
川
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
町
内
会
、新
港
中
央
１
〜
３
丁
目
地
区
】

釣
部
英
樹（
つ
る
べ
ひ
で
き
）

【
花
川
北
４
条
３
丁
目
の
一
部（
道

住
１
〜
７
号
棟
）地
区
】

初
貝
純
子（
は
つ
が
い
じ
ゅ
ん
こ
）

【
花
川
北
１
条
２
丁
目
１
〜
161
、335

〜
336
地
区
】

今
野
博
之（
こ
ん
の
ひ
ろ
ゆ
き
）

【
花
川
南
２
条
６
丁
目
15
〜
94
、108
〜

149
、162
〜
201
、228
〜
321
地
区
】

安
部
睦
子（
あ
べ
む
つ
こ
）

問
合
せ

福
祉
総
務
課
☎
72・3
1
5
2

石
狩
市
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合

協
議
会
☎
72・8
3
4
1

行
政
相
談
委
員
法
に
基
づ
き
、行
政

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
苦
情
、行
政
の
仕

組
み
や
手
続
き
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、

解
決
の
た
め
の
助
言
や
関
係
行
政
機

関
に
対
す
る
通
知
な
ど
を
行
い
ま
す
。

※
相
談
は
無
料
、秘
密
厳
守

相
談
日
時　
毎
月
第
３
木
曜

13
時
30
分
〜
16
時

場
所　
市
役
所
１
階
相
談
室

【
市
の
行
政
相
談
委
員
】※
敬
称
略

菅
野
厚
、砂
子
タ
ケ
子
、木
田
彰

問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

行
政
相
談
委
員

民
生
委
員
・
児
童
委
員

令和5年度の自動車税（種別割）の納期限は31（水）です。お近くの金融機関・コンビニエンスストアなどで期限までに納めましょう。また、
クレジットカード納税、スマホアプリ納税も利用できます。（北海道石狩振興局納税課☎011・281・7910）INFO PLUS

インフォプラス

奨
学
生
の
募
集

児
童
手
当　

▲HP

か
ん
の

す
な
こ

40,000円
月額6,000円

（年額72,000円）

5,000円
月額6,000円

（年額72,000円）

高等学校
中等教育学校（後期課程）
特別支援学校（高等部）
専修学校（高等課程）

学校の種類 奨学金 入学仕度
資金

高等専門学校
（第1～3学年）


